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�愛媛県告示第９４５号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以

下「法」という。）第１５条第１項の規定に基づく産業廃棄物処理施

設の設置の許可の申請があったので、同条第４項の規定に基づき、

次のとおり告示する。

法第１５条第２項の申請書及び同条第３項の書類は、愛媛県県民環

境部環境局循環型社会推進課、愛媛県西条保健所及び愛媛県中予保

健所並びに西条市役所及び東温市役所において告示の日から１月間

公衆の縦覧に供する。

令和４年９月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名

オオノ開發株式会社

松山市北梅本町甲１８４番地

代表取締役 大野 照旺

２ 産業廃棄物処理施設の設置の場所

東温市河之内字大小屋乙６２８番３７

３ 産業廃棄物処理施設の種類

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第７条第３号に規定する汚泥の焼却施設、同条第５号に規

定する廃油の焼却施設、同条第８号に規定する廃プラスチック類

の焼却施設、同条第１３号の２に規定する産業廃棄物の焼却施設

４ 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類

汚泥（特別管理産業廃棄物を含む。）、廃油（特別管理産業廃

棄物を含む。）、廃酸（特別管理産業廃棄物を含む。）、廃アル

カリ（特別管理産業廃棄物を含む。）、廃プラスチック類、ゴム

くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず（工作物の新築、

�愛媛県告示第９４４号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和４年９月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

愛媛県観光デジタルマーケ
ティングプラットフォーム
構築・運用事業委託業務
一式

愛媛県観光スポーツ文
化部観光交流局観光国
際課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

令和４年７月１日
株式会社リクルート
東京都千代田区丸の内１
－９－２

３７，４００，０００円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項第１号の規定による。

毎週（火・金）曜日発行 第３４０号 令和４年９月９日

令和４年９月９日金曜日 第３４０号
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改築又は除去に伴って生じたものを除く。）及び陶磁器くず、木

くず

５ 申請年月日

令和４年８月２９日

６ 意見書の提出

当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、

縦覧期間満了の日の翌日から起算して２週間を経過する日までに、

愛媛県知事に次のとおり意見書を提出することができる。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名

イ 当該産業廃棄物処理施設の設置に関する生活環境の保全上

の見地からの意見

� 提出先

愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課、愛媛県西条保健

所及び愛媛県中予保健所

�������
�愛媛県告示第９４６号
愛媛県浄化槽保守点検業者登録条例（昭和６０年愛媛県条例第１３号）

第１５条の２第１項の規定により、次のとおり浄化槽管理士の資質の

向上のための研修を指定した。

令和４年９月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 研修の名称

愛媛県浄化槽管理士研修

２ 主催者

松山市�町２番３１号
公益社団法人愛媛県浄化槽協会

３ 研修の開催日及び場所

�愛媛県告示第９４７号
令和４年８月２５日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

令和４年９月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

株式会社
パプリカファー
ム

愛媛県宇和島市 愛媛県大洲市八多喜
町３９５６番ほか３筆 １２，２９０

２ 認可年月日

令和４年９月２日

�������
�愛媛県告示第９４８号
肥料の品質の確保等に関する法律（昭和２５年法律第１２７号）第１２

条第２項の規定により、次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

令和４年９月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９４９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年９月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９５０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年９月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

開 催 日 場 所

令和４年１１月１１日（金） 松山市湊町七丁目５番地
松山市総合コミュニティセンター

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

令和１０
年１０月
１４日

愛媛県
第１２００
号

炭酸カ
ルシウ
ム肥料

くみあ
い粒状
苦土炭
酸石灰

アルカ
リ分
５３．０
可溶性
苦土
１４．５
内く溶
性苦土
１０．０

その他
の制限
事 項
は、公
定規格
のとお
り

宇和鉱業株式会
社
愛媛県西予市野
村町野村５号１１
１番地

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 才之原菊間線

今治市菊間町西山７０９番４から

同町西山７５５番２地先まで
旧 ５．２～３５．４ ０．１２０

今治市菊間町西山７０９番６から

同町西山７５５番２まで
新 ４．６～６０．２ ０．１２０
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人事委員会規則

�愛媛県告示第９５１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

令和４年９月９日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

�愛媛県告示第９５２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

令和４年９月９日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

�愛媛県人事委員会規則７―１２４４
期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

令和４年９月９日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則等の一部を改正する規則

（期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部改正）

第１条 期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―２０４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 才之原菊間線
今治市菊間町西山７０９番６から

同町西山７５５番２まで
令和４年９月９日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

特定医療法人 弘友会 老人保健施設フレンド 愛媛県大洲市東大洲３９番地 令和４年７月１日 訪問リハビリテー
ション

株式会社あおぞら 株式会社あおぞら 愛媛県西予市宇和町神領１１９ 令和４年７月１日 福祉用具貸与

株式会社あおぞら 株式会社あおぞら 愛媛県西予市宇和町神領１１９ 令和４年７月１日 特定福祉用具販売

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社あおぞら 株式会社あおぞら 愛媛県西予市宇和町神領１１９ 令和４年７月１日 介護予防福祉用具
貸与

株式会社あおぞら 株式会社あおぞら 愛媛県西予市宇和町神領１１９ 令和４年７月１日 特定介護予防福祉
用具販売

改 正 後 改 正 前

（期末手当に係る在職期間）

第６条 省略

２ 前項の期間の算定については、次 に掲げる期間を除算す

る。

� 省略

� 育児休業法第２条の規定により育児休業（次に掲げる育児休

業を除く。）をしている職員

（期末手当に係る在職期間）

第６条 省略

２ 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算す

る。

� 省略

� 育児休業法第２条の規定により育児休業

をしている職員（当該育児休業の期間の全部又は

一部が基準日以前６箇月以内の期間に含まれる場合における当

該育児休業の期間が１月以下である者を除く。第１２条第２項第
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（会計年度任用職員の給与の支給等に関する規則の一部改正）

第２条 会計年度任用職員の給与の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―１２２３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

及び第２条第８号に掲げる職員として在

職した期間については、その２分の１の期間

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から

育児休業条例第５条に規定する期間内にある育児休業であつ

て、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上ある

ときは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下であ

る育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から

育児休業条例第５条に規定する期間内にある育児休業以外の

育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間（当該期

間が２以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間）が

１箇月以下である育児休業

�～� 省略

３ 省略

（勤勉手当に係る勤務期間）

第１２条 省略

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

� 省略

� 育児休業法第２条の規定により育児休業（第６条第２項第２

号ア及びイに掲げる育児休業を除く。）をしている職員及び第

２条第８号に掲げる職員として在職した期間

�～� 省略

２号において同じ。）及び第２条第８号に掲げる職員として在

職した期間については、その２分の１の期間

�～� 省略

３ 省略

（勤勉手当に係る勤務期間）

第１２条 省略

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

� 省略

� 育児休業法第２条の規定により育児休業

をしている職員及び第

２条第８号に掲げる職員として在職した期間

�～� 省略

改 正 後 改 正 前

（期末手当の支給を受ける職員）

第１６条 条例第１２条第１項前段又は第１８条第１項前段の規定により

期末手当の支給を受ける会計年度任用職員は、それぞれこれらの

項に規定する基準日（以下「基準日」という。）に在職する会計

年度任用職員（条例第１２条第６項及び第１８条第６項において読み

替えて準用する職員給与条例第１９条の２各号のいずれかに該当す

る者を除く。）のうち、次に掲げる会計年度任用職員以外の会計

年度任用職員とする。

�～� 省略

� 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０

号。以下「育児休業法」という。）第２条の規定により育児休

業をしている会計年度任用職員のうち、職員の育児休業等に関

する条例（平成４年愛媛県条例第２号。以下「育児休業条例」

という。）第９条第１項の規定の適用を受ける会計年度任用職

員以外の会計年度任用職員

（期末手当に係る在職期間）

第２０条 省略

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

� 省略

� 育児休業法第２条の規定により育児休業（次に掲げる育児休

業を除く。）をしている会計年度任用職員

として在職した期間については、その２分の１の期間

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から

（期末手当の支給を受ける職員）

第１６条 条例第１２条第１項前段又は第１８条第１項前段の規定により

期末手当の支給を受ける会計年度任用職員は、それぞれこれらの

項に規定する基準日（以下「基準日」という。）に在職する会計

年度任用職員（条例第１２条第６項及び第１８条第６項において読み

替えて準用する職員給与条例第１９条の２各号のいずれかに該当す

る者を除く。）のうち、次に掲げる会計年度任用職員以外の会計

年度任用職員とする。

�～� 省略

� 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０

号。以下「育児休業法」という。）第２条の規定により育児休

業をしている会計年度任用職員のうち、職員の育児休業等に関

する条例（平成４年愛媛県条例第２号

）第９条第１項の規定の適用を受ける会計年度任用職

員以外の会計年度任用職員

（期末手当に係る在職期間）

第２０条 省略

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

� 省略

� 育児休業法第２条の規定により育児休業

をしている会計年度任用職員（当該育児休業の期

間の全部又は一部が基準日以前６箇月以内の期間に含まれる場

合における当該育児休業の期間が１月以下である者を除く。）

として在職した期間については、その２分の１の期間
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（職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則の一部改正）

第３条 職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２―１）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の一部改正）

第４条 教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２―４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

育児休業条例第５条に規定する期間内にある育児休業であっ

て、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上ある

ときは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下であ

る育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から

育児休業条例第５条に規定する期間内にある育児休業以外の

育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間（当該期

間が２以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間）が

１箇月以下である育児休業

� 省略

３ 省略

� 省略

３ 省略

改 正 後 改 正 前

（休暇の許可の事由及び期間）

第１条の３ 条例第３条第２項の有給休暇の許可に係る同条第４項

の人事委員会規則で定める事由は、次の表の左欄に掲げる事由と

し、当該許可に係る同項の人事委員会規則で定める期間は、同欄

に掲げる事由の区分に応じ、同表の右欄に掲げる期間とする。

（休暇の許可の事由及び期間）

第１条の３ 条例第３条第２項の有給休暇の許可に係る同条第４項

の人事委員会規則で定める事由は、次の表の左欄に掲げる事由と

し、当該許可に係る同項の人事委員会規則で定める期間は、同欄

に掲げる事由の区分に応じ、同表の右欄に掲げる期間とする。

事 由 期 間 事 由 期 間

�～� 省略 �～� 省略

� 職員の配偶者が出産

する場合で、当該出産

に係る子又は小学校就

学の始期に達するまで

の子を養育するとき

（�の項に定める場合

を除く。）

配偶者の出産予定日を起算日とす

る８週間（多胎妊娠の場合にあつ

ては、１４週間）前の日から出産日

以後１年を経過する

日までの間における５日を超えな

い範囲内でその都度必要と認める

期間

� 職員の配偶者が出産

する場合で、当該出産

に係る子又は小学校就

学の始期に達するまで

の子を養育するとき

（�の項に定める場合

を除く。）

配偶者の出産予定日を起算日とす

る８週間（多胎妊娠の場合にあつ

ては、１４週間）前の日から出産日

の翌日を起算日とする８週間後の

日までの間における５日を超えな

い範囲内でその都度必要と認める

期間

�～� 省略 �～� 省略

２～４ 省略 ２～４ 省略

改 正 後 改 正 前

（休暇の許可の事由及び期間）

第２条の３ 条例第４条第２項の有給休暇の許可に係る同条第４項

の人事委員会規則で定める事由は、次の表の左欄に掲げる事由と

し、当該許可に係る同項の人事委員会規則で定める期間は、同欄

に掲げる事由の区分に応じ、同表の右欄に掲げる期間とする。

（休暇の許可の事由及び期間）

第２条の３ 条例第４条第２項の有給休暇の許可に係る同条第４項

の人事委員会規則で定める事由は、次の表の左欄に掲げる事由と

し、当該許可に係る同項の人事委員会規則で定める期間は、同欄

に掲げる事由の区分に応じ、同表の右欄に掲げる期間とする。

事 由 期 間 事 由 期 間

�～� 省略 �～� 省略

� 職員の配偶者が出産

する場合で、当該出産

に係る子又は小学校就

学の始期に達するまで

の子を養育するとき

（�の項に定める場合

配偶者の出産予定日を起算日とす

る８週間（多胎妊娠の場合にあつ

ては、１４週間）前の日から出産日

以後１年を経過する

日までの間における５日を超えな

い範囲内でその都度必要と認める

� 職員の配偶者が出産

する場合で、当該出産

に係る子又は小学校就

学の始期に達するまで

の子を養育するとき

（�の項に定める場合

配偶者の出産予定日を起算日とす

る８週間（多胎妊娠の場合にあつ

ては、１４週間）前の日から出産日

の翌日を起算日とする８週間後の

日までの間における５日を超えな

い範囲内でその都度必要と認める
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（職員の育児休業等に関する規則の一部改正）

第５条 職員の育児休業等に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２―３３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

を除く。） 期間 を除く。） 期間

�～� 省略 �～� 省略

２～４ 省略 ２～４ 省略

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例（平成４年愛

媛県条例第２号。以下「条例」という。）第２条第１項第５号

イ、第３条第３号、第３条の２ 、第９条第１項、第１４条第１

号及び第２号、第１５条、第２２条第２号並びに第２８条の規定に基づ

き、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

（条例第２条第１項第５号イの人事委員会規則で定める非常勤職

員）

第２条 条例第２条第１項第５号イの人事委員会規則で定める非常

勤職員は、１週間の勤務日が３日以上と定められている非常勤職

員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員

であって、１年間の勤務日が１２１日以上と定められているものと

する。

（条例第３条第３号及び第３条の２の人事委員会規則で定める特

別の事情）

第３条 条例第３条第３号及び第３条の２の人事委員会規則で定め

る特別の事情は、条例第４条第１号から第３号までに掲げる事情

とする。

（条例第３条第３号イの人事委員会規則で定める場合）

第４条 条例第３条第３号イの人事委員会規則で定める場合は、次

に掲げる場合とする。

�・� 省略

� 前条に規定する事情に該当した場合

第５条 省略

（育児休業の承認の請求手続等）

第６条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書（様式第１

号）により行い、条例第４条第６号に掲げる事情に該当して育児

休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日

の１月（次に掲げる

場合にあっては、２週間）前までに行うものとす

る。

� 当該請求に係る子の出生の日から条例第５条に規定する期間

内に育児休業をしようとする場合

� 条例第３条第３号に掲げる場合に該当する場合であって、当

該請求をする日が当該請求に係る子の１歳到達日（当該請求を

する非常勤職員が同条第２号に掲げる場合に該当してする育児

休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくは

これに相当する場合に該当してする県等育児休業の期間の末日

とされた日が当該請求に係る子の１歳到達日後である場合は、

当該末日とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と

当該県等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そ

（趣旨）

第１条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例（平成４年愛

媛県条例第２号。以下「条例」という。）第２条第５号ア�、

第３条第３号イ、第３条の２第２号、第９条第１項、第１４条第１

号及び第２号、第１５条、第２２条第２号並びに第２８条の規定に基づ

き、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

（条例第２条第５号ア� の人事委員会規則で定める非常勤職

員）

第２条 条例第２条第５号ア� の人事委員会規則で定める非常

勤職員は、１週間の勤務日が３日以上と定められている非常勤職

員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員

であって、１年間の勤務日が１２１日以上と定められているものと

する。

（条例第３条第３号イの人事委員会規則で定める場合）

第３条 条例第３条第３号イの人事委員会規則で定める場合は、次

に掲げる場合とする。

�・� 省略

第４条 省略

（育児休業等計画書）

第５条 条例第５条第４号又は第１３条第５号に規定する育児休業等

計画書の様式は、育児休業等計画書（様式第１号）とする。

（育児休業の承認の請求手続等）

第６条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書（様式第２

号）により行い、条例第５条第７号に掲げる事情に該当して育児

休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日

の１月（条例第３条第３号に掲げる場合又は条例第３条の２の規

定に該当する場合にあっては、２週間）前までに行うものとす

る。
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のいずれかの日））以前の日である場合

� 条例第３条の２の規定に該当する場合であって、当該請求を

する日が当該請求に係る子が１歳６箇月に達する日以前の日で

ある場合

２ 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認

する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、

証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採

用された職員が条例第４条第６号に掲げる事情に該当して育児休

業の承認を請求した場合は、この限りでない。

（育児休業の期間の延長の請求手続等）

第７条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書によ

り行い、条例第４条第６号に規定する職員が任期を更新されるこ

とに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業

の期間の末日とされている日の翌日の１月（次に掲げる育児休業

の期間を延長しようとする場合は、２週間）前までに行うものと

する。

� 当該請求に係る子の出生の日から条例第５条に規定する期間

内にしている育児休業（当該期間内に延長後の育児休業の期間

の末日とされる日があることとなるものに限る。）

� 条例第３条第３号に掲げる場合に該当してしている育児休業

� 条例第３条の２の規定に該当してしている育児休業

２ 前条第２項本文 の規定は、育児休業の期間の延

長の請求について準用する。

（育児休業に係る子が死亡した場合等の届出）

第８条 省略

２ 前項の届出は、養育状況変更届（様式第２号）により行うもの

とする。

３ 省略

第１０条 省略

（育児短時間勤務計画書）

第１１条 条例第１３条第５号に規定する育児短時間勤務計画書の様式

は、育児短時間勤務計画書（様式第３号）とする。

第１２条 省略

第１３条 省略

第１４条 省略

第１５条 省略

第１６条 省略

第１７条 省略

第１８条 省略

２ 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認

する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、

証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が条

例第５条第７号 に掲げる事情に該当して育児休

業の承認を請求した場合は、この限りでない。

（育児休業の期間の延長の請求手続等）

第７条 前条第１項及び第２項本文の規定は、育児休業の期間の延

長の請求について準用する。

（育児休業に係る子が死亡した場合等の届出）

第８条 省略

２ 前項の届出は、養育状況変更届（様式第３号）により行うもの

とする。

３ 省略

第１０条 省略

第１１条 省略

第１２条 省略

第１３条 省略

第１４条 省略

第１５条 省略

第１６条 省略

第１７条 省略

様式第１号（第５条関係） 育児休業等計画書

育 児 休 業 等 計 画 書

年 月 日

任命権者 様

所 属

提出者 職 名

氏 名

請 求 の 別 □ 育児休業 □ 育児短時間勤務

請求に係る子
氏 名

生 年 月 日 年 月 日

請求者の計画
請 求 期 間

年 月 日から 年 月 日

まで
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再度の請求

予 定 期 間

年 月 日から 年 月 日

まで

備 考

様式第１号（第６条、第７条 関係） 育児休業承認請求書

注１ 育児休業等計画書は、育児休業承認請求書（様式第２

号）又は育児短時間勤務承認請求書（様式第４号）と同時

に（記載事項に変更が生じた場合にあっては、遅滞なく）

提出すること。

２ 記載事項に変更が生じた場合にあっては、変更する箇所

のみ記入すること。

３ 子の出産前に提出する場合にあっては、請求に係る子の

欄は、当該子の出産後速やかに記入すること。

４ 請求期間の欄は、育児休業承認請求書又は育児短時間勤

務承認請求書に記載した請求期間を記入すること。

５ □のある欄は、該当のものにレ印を付けること。

様式第２号（第６条、様式第１号関係） 育児休業承認請求書

省略 省略

請 求 の 内 容

□ 育児休業（次の□に該当する育児休業を

除く。）

□ 同一の子に係る３回目以後の育児休業

（既に２回の育児休業（地方公務員の育児

休業等に関する法律（平成３年法律第１１０

号）第２条第１項各号に掲げる育児休業を

除く。）を取得した場合のものに限る。）

□ 育児休業の期間の最初の延長

□ 育児休業の期間の再度の延長

請 求 の 内 容

□ 育児休業 □ 育児休業期間の延

長

□ 再度の育児休業 □ 再度の育児休業期

間の延長

省略 省略

省略 省略

請求に係る子

について既に

育児休業をし

た期間

年 月 日から 年 月 日まで
請求に係る子

について既に

育児休業をし

た期間

年 月 日から 年 月 日まで 年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

省略 省略

省略 省略

注１・２ 省略

３ 特別の事情の欄は、同一の子に係る３回目以後の育児休

業（既に２回の育児休業（地方公務員の育児休業等に関す

る法律第２条第１項各号に掲げる育児休業を除く。）を取

得した場合のものに限る。）、育児休業の期間の再度の延

長又は非常勤職員の１歳６箇月までの子の育児休業（職員

の育児休業等に関する条例（平成４年愛媛県条例第２号。

以下「条例」という。）第３条第３号に掲げる場合に該当

してする育児休業をいう。以下同じ。）若しくは２歳まで

の子の育児休業（条例第３条の２の規定に該当してする育

児休業をいう。以下同じ。）が必要な特別の事情を記入す

ること。

４ 条例第４条第６号に掲げる事情に該当してする育児休業

をしようとする場合にあっては、請求期間の欄及び請求に

係る子について既に育児休業をした期間の欄のみ記入する

こと。

５ 省略

６ 備考の欄は、請求に係る子以外に３歳（非常勤職員にあ

注１・２ 省略

３ 特別の事情の欄は、再度 の育児休

業、再度の育児休業期間

の延

長又は非常勤職員の１歳６箇月までの子の育児休業（職員

の育児休業等に関する条例（平成４年愛媛県条例第２号。

以下「条例」という。）第３条第３号に掲げる場合に該当

してする育児休業をいう。以下同じ。）若しくは２歳まで

の子の育児休業（条例第３条の２の規定に該当してする育

児休業をいう。以下同じ。）が必要な特別の事情を記入す

ること。

４ 非常勤職員の任期の更新等に伴う再度の 育児休業

をしようとする場合にあっては、請求期間の欄及び請求に

係る子について既に育児休業をした期間の欄のみ記入する

こと。

５ 省略

６ 備考の欄は、請求に係る子以外に３歳（非常勤職員にあ
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っては、１歳、１歳２箇月、１歳６箇月又は２歳）に満た

ない子を養育する場合

にあってはその氏名、請求者との続柄

等及び生年月日を、請求に係る子が養子の場合にあっては

養子縁組の効力が生じた日を、請求に係る子以外の子につ

いて現に育児休業の承認を受けている場合にあってはその

旨並びに当該承認に係る子の氏名及び期間等を記入するこ

と。

様式第２号（第８条関係） 省略

様式第３号（第１１条関係） 育児短時間勤務計画書

っては、１歳、１歳２箇月、１歳６箇月又は２歳）に満た

ない子を養育する場合（条例第４条の規定による期間内

に、職員（当該期間内に職員の休日、休暇並びに勤務時間

等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第８条及び

教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭

和２７年愛媛県条例第３１号）第９条に規定する休暇を出産日

の翌日から同日を起算日とする８週間後の日までの間にお

いて取得した職員並びに労働基準法（昭和２２年法律第４９

号）第６５条第２項の規定により勤務しなかった非常勤職員

を除く。）が当該請求に係る子について最初の育児休業を

する場合を除く。）にあってはその氏名、請求者との続柄

及び生年月日を、請求に係る子が養子の場合にあっては

養子縁組の効力が生じた日を、請求に係る子以外の子につ

いて現に育児休業の承認を受けている場合にあってはその

旨並びに当該承認に係る子の氏名及び期間等を記入するこ

と。

様式第３号（第８条関係） 省略

育児短時間勤務計画書

年 月 日

任命権者 様

所 属

提出者 職 名

氏 名

請求に係る子
氏 名

生 年 月 日 年 月 日

請求者の計画

請 求 期 間
年 月 日から 年 月 日

まで

再度の請求

予 定 期 間

年 月 日から 年 月 日

まで

備 考

注１ 育児短時間勤務計画書は、育児短時間勤務承認請求書

（様式第４号）と同時に（記載事項に変更が生じた場合に

あっては、遅滞なく）提出すること。

２ 記載事項に変更が生じた場合にあっては、変更する箇所

のみ記入すること。

３ 子の出産前に提出する場合にあっては、請求に係る子の

欄は、当該子の出産後速やかに記入すること。

４ 請求期間の欄は、育児短時間勤務承認請求書に記載した

請求期間を記入すること。

様式第４号（第１３条、様式第３号関係） 育児短時間勤務承認請求

書

様式第４号（第１２条、様式第１号関係） 育児短時間勤務承認請求

書

省略 省略

注１～４ 省略

５ 備考の欄には、請求に係る子以外に小学校就学前の子を

養育する場合にあっては当該子の氏名、請求者との続柄等

及び当該子の生年月日を、請求に係る子が養子の場合にあ

っては養子縁組の効力が生じた日を、請求に係る子以外の

子について現に育児短時間勤務の承認を受けている場合に

あってはその旨並びに当該承認に係る子の氏名及び当該承

認の請求に係る期間等を記入すること。

注１～４ 省略

５ 備考の欄には、請求に係る子以外に小学校就学前の子を

養育する場合にあっては当該子の氏名、請求者との続柄

及び当該子の生年月日を、請求に係る子が養子の場合にあ

っては養子縁組の効力が生じた日を、請求に係る子以外の

子について現に育児短時間勤務の承認を受けている場合に

あってはその旨並びに当該承認に係る子の氏名及び当該承

認の請求に係る期間等を記入すること。
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選挙管理委員会告示

��������������

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和４年１０月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則施行の際現に提出されている第５条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する規則様式第１号の規定による育児休業等

計画書（育児短時間勤務の承認の請求に関するものに限る。）及び様式第２号の規定による育児休業承認請求書は、同条の規定による改

正後の職員の育児休業等に関する規則（以下「新規則」という。）様式第３号の規定による育児短時間勤務計画書及び様式第１号の規定

による育児休業承認請求書とみなす。

３ 育児短時間勤務の承認を請求しようとする職員は、この規則の施行の日前においても、新規則様式第３号の規定による育児短時間勤務

計画書により任命権者に申し出ることができる。

�愛媛県選挙管理委員会告示第６４号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

令和４年９月９日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

�愛媛県選挙管理委員会告示第６５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

令和４年９月９日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

自由民主党玉川支部 越 智 豊 主たる事務所の所在地 今治市玉川町小鴨部甲１５５－
４

今治市玉川町小鴨部甲２９８－
２ 令和４年７月２０日

自由民主党愛媛県ときわ
会支部 土 居 嘉 安 主たる事務所の所在地 松山市土手内１－１ 松山市南江戸一丁目１４－１ 令和４年７月２９日

代 表 者 土 居 嘉 安 宇 野 恒 生

自由民主党松山支部連合
会 松 本 博 和 代 表 者 松 本 博 和 角 田 敏 郎 令和４年７月３０日

会 計 責 任 者 松 本 �美子 岡 雄 也

社会民主党愛媛県第４区
支部連合 大 山 政 司 主たる事務所の所在地 宇和島市野川甲１２８０－４ 宇和島市中央町２－４－１０ 令和４年８月１８日

自由民主党愛媛県宅建支
部 姉 川 誠 代 表 者 姉 川 誠 小 林 昌 三 令和４年８月２２日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

矢野雄嗣後援会 毛 利 公 尊 会 計 責 任 者 村 上 豊 藤 田 毅 令和４年８月１８日

様式第５号（第１７条関係） 省略 様式第５号（第１６条関係） 省略

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

塩崎純子後援会 秋 月 禮三郎 白 石 則 廣 新居浜市宮西町１－９ 令和４年８月８日

黎明義塾 細 川 登志彦 田 中 浩 二 松山市井門町１０２９ 令和４年８月８日
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山本順三後援会 檜 垣 敏 幸 主たる事務所の所在地 今治市大新田町二丁目２－５０ 松山市勝山町一丁目８－１ 令和４年８月２０日

令和４年９月９日 発行


